
令和７年度指名停止業者一覧(建設工事関係) 

令和７年12月25日更新 

業者名  指名停止理由及び該当事項  指名停止期間  

７－１ 

ＩＨＩ運搬機械株式式会社 

新明和工業株式会社 

２社は、機械式駐車装置の設置工事について他社と

情報共有により、工事の供給に関する調整など、独占禁

止法第３条（不当な取引制限の禁止）の規定に違反する

行為を行っていたとして、令和７年３月24日、公正取引

委員会から、ＩＨＩ運搬機械株式会社は課徴金納付命

令（同法第７条の４に基づき課徴金減免制度適用）、新

明和工業株式会社は排除措置命令及び課徴金納付命令

（同法第７条の４に基づき課徴金減免制度適用）を受

けたことによる。 

 

基準第12号(独占禁止法違反) 

令和７年５月23日から 

令和７年８月22日まで 

３か月 

７－２ 

株式会社中央技術コンサルタ

ンツ 

株式会社中央技術コンサルタンツの東北支店長は、

宮城県気仙沼市発注の道路設計業務において、同市職

員から不当に価格情報を得て、入札の公正を害したと

して、令和７年７月21日公契約関係競売入札妨害の疑

いで宮城県警に逮捕されたことによる。 

 

基準第14号(競売入札妨害又は談合) 

令和７年７月29日から 

令和８年１月28日まで 

６か月 

７－３ 

新明和工業株式会社 

新明和工業株式会社は、特定特装車の販売価格の引

上げ等について他社と情報交換により、特定特装車製

品の販売価格を引き上げることを合意するなど、独占

禁止法第３条（不当な取引制限の禁止）の規定に違反す

る行為を行っていたとして、令和７年９月24日、公正取

引委員会から公表された。なお、同法第７条の２に基づ

く課徴金納付命令については、同法第７条の４に基づ

き課徴金減免制度適用を受けたことによる。 

 

基準第12号(独占禁止法違反) 

令和７年10月４日から 

令和８年１月３日まで 

３か月 

７－４ 

①日本交通技術株式会社 

②株式会社トーニチコンサル

タント 

 

日本交通技術株式会社及び株式会社トーニチコンサ

ルタントは、他社と共同して、特定跨線橋点検等業務に

ついて、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できる

ようにすることにより、公共の利益に反して、特定跨線

橋点検等業務の取引分野における競争を実質的に制限

するなど、独占禁止法第３条（不当な取引制限の禁止）

の規定に違反する行為を行っていたことによる（令和

７年12月19日 公正取引委員会より公表）。なお、株式

会社トーニチコンサルタントは、同法第７条の２に基

づく課徴金納付命令について、同法第７条の４に基づ

き課徴金減免制度適用を受けた。 

 

基準第12号(独占禁止法違反) 

①令和７年12月26日から 

令和８年６月25日まで 

６か月 

 

②令和７年12月26日から 

令和８年３月25日まで 

３か月 

 


